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予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ） 
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２０１０年初めてのＩＦＦＩｍワクチン債発行・販売 

 ～ 開発途上国の子どもたちに予防接種を～ 

 

 

このたび、大和証券グループ、予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ；ムーディーズ:Ａａａ 

/ スタンダード・アンド・プアーズ:ＡＡＡ）（以下、「ＩＦＦＩｍ」という）、ＧＡＶＩアライアンス（以下、

「ＧＡＶＩ」という）、および世界銀行は、２００８年３月、２００９年２月に続き、開発途上国の子供たち

にワクチンを提供する資金を調達するための債券（以下「ワクチン債」という）の発行および販売を行うこと

となりましたので、その概要についてお知らせいたします。 

 

ＩＦＦＩｍが国際市場で発行するワクチン債で調達した資金は、世界的に予防接種の普及活動に取り組んで

いるＧＡＶＩを通じて、７０カ国以上の開発途上国における医療および予防接種サービス促進のために使われ

ます。ＩＦＦＩｍは各国政府の法的拘束力のある寄付金（２０１０年３月現在、フランス、イタリア、ノルウ

ェー、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国の８カ国）を財務基盤とし、また、世界銀行が

ＩＦＦＩｍの財務マネージャーとして財務管理を行っています。日本の投資家は、この最高格付のワクチン債

への投資を通じて開発途上国の子供たちのためのワクチン普及活動に貢献することができます。 

 

今回の起債にあたっては、期間３年の南アフリカ・ランド建債券の発行で、その売出を大和証券グループの

ホールセール証券会社である大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社が行い、同じく大和証券グループのリテ

ール証券会社である大和証券株式会社が日本の個人投資家ならびに法人投資家に販売いたします。なお、販売

期間は平成２２年３月５日から１９日となっています。 

 

ＩＦＦＩｍは２００６年の発足以来、国際資本市場で２３億米ドル以上を調達し、ＧＡＶＩの活動を支援し

てきました。ＧＡＶＩは、貧しい国で予防接種サービスを拡充することで、子どもたちの命を救い、人々の健

康を促進する活動をしています。 

 

ＩＦＦＩｍ理事会会長アラン・ギレスピーは「ＩＦＦＩｍは子どもたちに予防接種を提供するための資金を

革新的かつ効率的に調達することができます。日本は金融セクターにおける世界のリーダーであるだけでなく、

開発途上国の子どもたちの命を救うためにこれまでも多大な貢献をしてきました。ＩＦＦＩｍは日本のマーケ

ットに戻って来られたことを大変嬉しく思っています。」と述べています。 

 



  

 

 

 
 

大和証券グループ本社執行役社長の鈴木茂晴は、次のように述べています。「国際社会は、“２０１５年まで

に子どもの死亡率を３分の１に削減する”というミレニアム開発目標の達成に向けた取り組みを官民協働で進

めていますが、なかでもその役割に大きな期待を寄せられているのがＧＡＶＩおよびＩＦＦＩｍの取り組みで

す。大和証券グループは、『世界の子どもたちにワクチンを提供する』というＧＡＶＩおよびＩＦＦＩｍの活

動に、資金を持つ人と資金を必要としている人をつなぐという証券会社本来の役割を通じて貢献できることを

大変喜ばしく感じております。今後も、投資家の皆様と共に社会的課題の解決に寄与できるような取り組みを

続けてまいります。」 

 

売出要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＩＦＦＩｍについて 予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIｍ）は、多国間開発機構として設立され、ＧＡＶＩ（前

身は｢ワクチンと予防接種のための世界同盟｣）を通じた世界の７０の開発途上国における医療および予

防接種サービスのために、予測可能な長期間の資金調達を促進する。ＩＦＦＩｍは国連ミレニアム開発

目標を到達するための開発金融手段として設立された。ＩＦＦＩｍの財務基盤は、寄付者としての各国

政府（フランス共和国・イタリア共和国・ノルウェー王国、南アフリカ共和国、スペイン王国、スウェ

ーデン王国、オランダ王国、英国）からの取り消し不能で法的に拘束力を有する寄付金の支払によって

構成され、これに基づきＩＦＦＩｍは国際金融市場において、ＡＡＡ／Ａａａ／ＡＡＡ（フィッチ／ム

ーディーズ／スタンダード・アンド・プアーズ）の格付けを付与された債券を発行する。世界銀行はＩ

ＦＦＩｍの財務マネージャーである。ＩＦＦＩｍは英国チャリティ委員会に登録されたチャリティとし

て設立され、英国会社登記所において登録番号5857343の保証有限会社、また登録番号1115413の慈善団

体として登録されている。 

■ ＧＡＶＩアライアン

スについて 

ＧＡＶＩアライアンス（旧名称「ワクチン予防接種世界同盟」）は、７０以上の開発途上国で予防接種

の接種率と質を高めることを目的とした革新的な官民パートナーシップ機関ですの予防接種率の低下

に対応し、かかる低下と戦うために設立された。ＧＡＶＩアライアンスには、ドナー国および開発途上

国政府、世界保健機関(ＷＨＯ)、国連児童基金（ユニセフ）、世界銀行、ワクチン産業界、研究機関、

市民社会団体、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団、その他慈善家が参加しています。２０００年か

ら２００９年のＷＨＯの調査によれば、ＧＡＶＩの活動により、２億５７００万人の子どもたちが予防

接種を受けたと報告されています。これらの努力により、５００万以上の子どもの早期死亡を防いだと

推定されています。命が救われた。ＧＡＶＩはジフテリア、破傷風、百日咳（DTP3種混合）にインフル

【売出債券の名称】 予防接種のための国際金融ファシリティ（ＩＦＦＩｍ）  

２０１３年３月２７日満期 南アフリカ・ランド建債券  

【券面総額】 ２５億南アフリカ・ランド 

【各債券の金額】 １万南アフリカ・ランド 

【利率】 額面金額に対して年率７．１５％ 

【償還期限】 ２０１３年３月２７日 

【売出期間】 ２０１０年３月５日から２０１０年３月１９日まで 

【受渡期日】 ２０１０年３月２４日 



  

 

 

 
エンザ菌b型（Hib）、B型肝炎を加えた五価ワクチンを始め、麻疹、黄熱病、肺炎球菌感染症（肺炎お

よび髄膜炎）、ロタウイルスに対するワクチンを提供しています。 

■ 世界銀行について 世界銀行は、加盟国１８６カ国によって所有される国際機関である。その目的は、加盟国が国内経済に

おいて公平且つ持続可能な経済成長を成し遂げ、経済発展および環境維持に関する地域的・全世界的問

題を効果的に解決する手立てを見出すことである。世界の人々の貧困の克服と生活水準の向上を目標と

する。Ａａａ／ＡＡＡ（ムーディーズ／スタンダード・アンド・プアーズ）の格付けを有する世界銀行

は世界銀行グループの中では最も歴史が長い最大の組織であり、加盟国に対して融資、リスク管理商品、

信用力向上のツールを提供する。これらの活動の為に、世界銀行は６０年にわたり国際金融市場で債券

を発行している。世界銀行はＩＦＦＩｍの財務マネージャーでもある。この職務において、世界銀行は

ＩＦＦＩｍの代理人として、忠実に規則と基準に沿ってＩＦＦＩｍの財務管理を行う。ここにはＩＦＦ

Ｉｍの資金調達戦略および資本市場、格付け機関、投資家対応、ヘッジ取引、投資管理においての当戦

略の実行が含まれる。また世界銀行は、ＩＦＦＩｍの寄付者間を調整し、誓約と寄付金支払の管理、ま

たＧＡＶＩを通じてＩＦＦＩｍが提供する医療および予防接種サービスを管理する。 

 

 

以 上  

 

 



  

 

 

 
 

【手数料等およびリスクについて】 

◇手数料等の諸費用について 

・ 債券をお買い付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 

・ 外貨建債券につきましては、外国証券取引口座設定申込書を取りかわし、口座管理料[通常、年間3,150円（税込）]を別

途お支払いいただく必要がございます。 

◇ご投資にあたってのリスク等 

・ 債券の価格は金利変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。 

・ 外貨建て債券は、円換算した価値が、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により上下しますの

で、これにより投資元本を割込むことがあります。 

・ 債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあり

ます。 

◇ご投資にあたっての留意点 

・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読み下さい。 

 

商号等： 大和証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 

加入協会：日本証券業協会、社団法人 投資信託協会 

       社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会 



  

 

 

 

広告等における表示事項  

（金融商品取引法第37条に基づく表示事項）  

本書面と一緒にご提供いたします各資料に記載した情報に基づき弊社とお取引いただく場合は、次の事項に十分ご注意

ください。  

 

・ お取引にあたっては、商品の購入対価の他に、個々のお取引ごとに、あらかじめお客様と弊社との間で決定した売買手

数料
(注)

をいただきます。また、購入対価に含まれる場合や手数料をいただかないお取引もありますので、お取引の都度、

ご確認ください。なお、非居住者のお客様につきましては、有価証券をお預かりする場合には、 大で１年間に２百万円

（税込）の常任代理人手数料をいただく場合があります。  

・ デリバティブ取引や信用取引等の場合、あらかじめお客様と弊社との間で決定した担保や委託保証金を差し入れていた

だく場合があります。その場合、お取引の額は、通常、差し入れていただいた担保や委託保証金の額を上回ります。  

・ 金利水準、為替相場、株式相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、金融商品の市場価格が変動すること等によ

って、損失が生じるおそれがあります。また、お取引の内容によっては、損失の額が差し入れていただいた担保や委託保

証金の額を上回るおそれがあります。  

・ 弊社がご案内する店頭デリバティブ取引の売付け価格等と買付け価格等には差がある場合があります。  

・ 金融商品の経理、税務処理については、事前に監査法人等の専門家に十分にご確認ください。  

 

(注)売買手数料の額は、その時々の市場状況や個々のお取引の内容等に応じて、お客様と弊社との間で決定しますので、

本書面上にその額をあらかじめ記載することはできません。  

 

なお、実際のお取引にあたっては、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みになり、お客様のご判断と責任に基づいてご

契約ください。 

 

 

商号等： 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 

 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第109号 

加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 

 


